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館林地区消防組合規則第８号 

 

   館林地区消防組合火災予防条例施行規則の一部を改正する規則 

 

館林地区消防組合火災予防条例施行規則（昭和５０年規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

第 11条第２項中「第 12号」を「第 13号」に改め、同条第３項中「同条第１項第 13

号」を「同条第１項第 14号」に改め、同条第４項中「同条第１項第 14号」を「同条

第１項第 15号」に改める。 

別記様式第５ （ア） （第１ １条関係）中 「サウナ設備・ ヒートポンプ冷暖房機」を

「簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機」に改める。  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


